
■三豊市の認定の基準■ 

認定は、現状を問うのではなく、将来の経営発展の可能性を重視して行います。でき
るだけ多くの方にこのような農業経営を目指して経営の改善に取り組んでもらうため、
性別、専業兼業の別などを問わず認定の対象となります。 
・計画が、市が定める「基本構想」（経営指標等）に照らして適切であること  
・計画が達成されることが確実であること  
・計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること  

三豊市農業基本構想の目標

経営主（主たる農業者）の年間所得 350 万円 

経営主（主たる農業者）の労働時間 2,000 時間 



※経営改善計画期間が満了したら？ 
５年間の取り組みの成果や課題・問題点などを点検し、新たな経営目標の設定が必

要となれば、新しい経営改善計画を作成し、再認定を受け、引き続き支援を受けるこ
とができます。

市独自の支援メニューも豊富です。 
また、毎月、新規就農相談や農業相談、
融資相談を開催しています。（詳しくは、
毎月1日発行の「広報みとよ」をご覧く
ださい。） 



経営改善計画の認定の流れ 

４．新たな農業経営指標

※注意 
平成２４年度から、認定農業者は農林水産省が作成した「新たな農業経営指標」に

基づく自己チェックを毎年行い、その結果を認定期間の中間年（３年目）及び最終年
（５年目）に市へ提出することとなります。 

■本件に関するお問い合わせ先 
三豊市役所建設経済部農業振興課 ℡（0875）73‐3040 


